
◇　つるべ荘ショートステイ（介護予防サービスを含む） （単位：円）

④居室料 ⑤食費 1日合計
(全額負担) (全額負担) (①～⑤計)

529 22 97 2,200 1,450 4,298

656 22 119 2,200 1,450 4,447

704 40 131 2,200 1,450 4,525

772 40 143 2,200 1,450 4,605

847 40 156 2,200 1,450 4,693

918 40 169 2,200 1,450 4,777

987 40 181 2,200 1,450 4,858

184

※ 加算料は、①ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ（22円/日）

　　②夜勤職員配置加算Ⅱ（18円/日）（②は要介護1～５のみ）の合計です。

③の処遇改善等加算は　① ②の17.6％相当の金額です。

※ 食事負担額は1日当り、朝食350円、昼食600円、夕食500円の合計1,450円

※ このほかに加算等がかかる場合があります。

（単位：円）

④居室料 ⑤食費 1日合計

(全額負担) (全額負担) (①～⑤計)

1,026 44 188 2,200 1,450 4,908

1,298 44 236 2,200 1,450 5,228

1,368 80 255 2,200 1,450 5,353

1,502 80 278 2,200 1,450 5,510

1,648 80 304 2,200 1,450 5,682

1,784 80 328 2,200 1,450 5,842

1,918 80 352 2,200 1,450 6,000

368

1,569 54 286 2,200 1,450 5,559

1,914 54 346 2,200 1,450 5,964

2,052 162 390 2,200 1,450 6,254

2,253 162 425 2,200 1,450 6,490

2,472 162 464 2,200 1,450 6,748

2,676 162 499 2,200 1,450 6,987

2,877 162 535 2,200 1,450 7,224

552

※ 負担限度額認定（所得段階第2～3段階）を受けた方の居住費・食費は、軽減されます。

④居室料 ⑤食費 計④＋⑤

880 600 1,480

1,370 1,000 2,370

1,370 1,300 2,670

（注）負担限度額の認定をうけるときは、このほかに預貯金額等の要件があります。
施設より依頼がありましたら、都度認定証のご提示をお願いします。
証書が確認できない時は軽減の対象になりません。

◎ご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。

特別養護老人ホームつるべ荘（ショートステイ）
〒924-0005　白山市一塚町１３５１番地
TEL (076)276-2020　　FAX 276－2335

つるべ荘ショートステイ利用料金表

負担
割合

区分 ①利用料 ②加算料
③処遇改
善加算

（令和８年６月1日現在）

1割

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

負担
割合

区分 ①利用料 ②加算料
③処遇改
善加算

送迎加算（自宅～つるべ荘）片道につき

2割

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護３

要介護４

要介護５

要介護２

第3段階 ①市民税世帯非課税で課税所得が約80万円超

　　　　 ②市民税世帯非課税で課税所得が120万円超

要介護４

要介護５

送迎加算（自宅～つるべ荘）片道につき

3割

要支援１

要支援２

送迎加算（自宅～つるべ荘）片道につき

要介護５

所得段階負担限度額・対象となる方

第2段階 市民税世帯非課税で課税所得が約80万円以下

要介護１


